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「認定こども園みつみ」について 

● 認定こども園の特徴 

 

認定こども園では、４・５歳児は保護者の就労の有無や形態にとらわれず、同じ施設で幼児教

育を受けることができます。（保育に欠けるご家庭＝保育園：長時間部 保育に欠けないご家庭＝

幼稚園：短時間部） 

 
※丹波市の幼稚園は４・５歳が対象 

 

ただし、０歳から３歳までは、これまでどおり保育ができない（保育に欠ける）ことが入園要

件となります。 

また、認定こども園は、在宅の子育て家庭も含めた「子育て支援機能」を持っていますので、親

子登園や集いの広場、子育て相談など、さまざまな子育て支援が行われます。 

０～５歳児が同じ場所で過ごすことで、成長の連続性に配慮した教育・養護が実践できます。 

保育所と違い、認定こども園は直接保護者と入所の契約を交わし、保育料を決定します。「保育が

できない（保育に欠ける）かどうか」の判断や、保育料の基準を設けたり、施設が不適正な保育

料を設定したときの是正指導は、丹波市が介入指導されます。 

※設定保育料は、他の認可保育所や市の公立幼稚園に準じています。 

 

１ みつみ保育園（長時間部）は 

保育園は、保護者が共に働いている、または病気などの理由で、昼間家庭において保育できない

お子さまを、保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。 

 保育園の利用は、昼間家庭においてお子さまを保育することができない（保育に欠ける）ことが

入園の要件となります。基本的に終日の預かりとなります。 

 

 入園の要件 

 おおむね生後６か月の乳児から就学前のお子様で、両親（両親と別居している場合は、お子様の

面倒をみている人）やそれ以外の同居している親族等が次のいずれかの事情でお子さまを保育でき

ない場合に限られます。 

 

① 家庭外労働 家庭の外で仕事をしているため、保育ができない場合 
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② 家庭内労働 家庭で子どもと離れて家事以外の仕事をしているために保育ができない場合 

③ 母親の出産等 親が出産後、病気・負傷・心身に障害があり、保育ができない場合 

④ 病人の看護等 家庭で長期にわたる病人や、心身に障害のある人の看護にあたっているため、

保育ができない場合 

⑤ 家庭の災害 火災や風水害や地震などの災害があり、その家屋を失った、または破損したため

その復旧の間に保育ができない場合 

⑥ 親のいない家庭 死亡・行方不明・拘禁等の理由により親がいない家庭の場合 

⑦ その他 前各号に類する常態と市長が認めた場合 

※ 上記の要件を満たさなくなった場合は、長時間部を退園するか、短時間部に編入していた

だくことになります。 

※ 長時間部入園後に保育に欠ける要件が変更になった場合は、随時保育に欠ける申立及び証

明書（確認書）を提出してください。 

※ 保護者が市長または園長の行う保育上の指示に従われない場合や、保育料の未納の場合は、

退園いただく場合がありますので、ご承知ください。 

 

２ みつみ幼稚園（短時間部）は 

 

幼稚園は、４歳・５歳の幼児が入園の要件となり、午後２時までの保育となります。認定こ

ども園みつみでは、保育園・幼稚園ともに４歳・５歳の幼児の午前中の保育は、「保育・教育

課程」に基づく幼児教育を取り入れ、すべての幼児に均質な就学前教育を展開します。これに

よって、０歳から就学前までの育ちの連続性に配慮しながら、小学校以降の教育環境との接続

を意図的に図ります。 

※短時間部をご希望される方は、保育に欠ける申立及び証明書（確認書）を提出していただく

必要はありません。 
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●認定こども園の一日の流れ 

 

 

保育料  
保育園は課税状況により算出されます 

幼稚園（5,000 円＋給食費 3,200 円）＋教材費 

利用時間 
みつみ保育園 7：00～19：00 

みつみ幼稚園 8：00～14：00 

一日の日課 

保育園 幼稚園 

  ０歳～２歳 ３歳 ４歳～５歳 

7:00 早朝保育（希望） 早朝保育（希望） 

8:00 登園・あそび（バス） 登園・あそび（バス） 

9:00 おやつ（牛乳） 
午前の活動 教育課程に基づく４歳児・５歳児月

齢共通幼児教育の導入・展開 
10:00 午前の活動 

11:00 ０歳児から順次給食 

12:00 
おきがえ 

えほんのじかんなど 

おひるね 

給食 

13:00 
４歳おひるね             

５歳休憩 

休憩      

降園準備 

14:00 おきがえ 自由保育 降園 

バス 

おむかえ 

15:00 おやつ 

16:00 降園（バス） 

17:00 
時間によりおむかえ 

18:30 
延長保育（希望） 

19:00 閉園 

 

３ 入園申込の受け付けは 

 （１）短時間部・長時間部とも、直接認定こども園みつみまで申し込みしてください。 

  短時間部 

入園申込書兼児童台帳のみ提出 

長時間部 

①入園申込書兼児童台帳 

②保育に欠ける申立及び証明書 

 

（２）平成２２年度入園申込期間 

 平成２２年１１月１日（月）～平成２２年１１月３０日（火）期日厳守でお願いします。 

※早目の提出をご協力いただきますと、書類の確認など余裕を持ってできますので、できる限り中

旬を目途に提出してください。 
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※年度ごとの入園申込となりますので、現在入園されているお子さまが、平成２３年４月以降引

き続いて入園を希望される場合も、申込みが必要ですのでご注意ください。 

 

（３）年度途中の入園申込について 

 ※年度途中で入園を希望する場合は入園希望日の前月１０日が申込期限ですが、年度途中入園も

左記の期間内に申し込みされることをお勧めします。 

※年度途中で入園される場合は、特に緊急やむを得ない場合を除いて、各月の初日からの入園と

させていただきます。 

 ※転入や育児中業終了後に入園を希望されるなど、あらかじめ年度途中の入園を予定される場合

も人数を把握したいので、上記の期間内にお申し込みください。入園内定通知の送付は入園希

望日の前月中旬になります。 

 ※事情により急な途中入園については、入園が困難な場合もあります。 

 

４ 入園の内定は 

（１）保護者が家庭において保育できない常態の程度等を丹波市に指導を仰ぎ、認定こども園み

つみが入園の内定を行います。 

 

                     保育に欠ける要件について判断 

                     保育料の設定届出 

                     改善命令など管理監督 

                     運営費の支弁（利用料額の差額支給） 

 

 

 

 

 

 

 

※ ご家庭において保育できない状況を必要に応じて丹波市が調査され、その結果入園できな

い場合があります。（保育に欠ける基準は、週３日以上かつ１日４時間以上に相当する場

合です。 

※ 入園の内定については、「こども園内定通知書」により２月中旬頃、ご家庭に通知します。 

（２）定員を超える申し込みがあった場合は、次の優先順位により丹波市に指導を仰ぎます。 

① 母子家庭など特に保育に欠ける常態が高い児童 

② その他の理由で入園必要度の高い児童 

③ 地区内に在住する年長児 

  ※年度当初（４月）入園のみ、受け付け期間中の申込者が優先されます。 

   

 

 

 

 

ご利用希望者 

 

認定こども園 

み つ み 

申しこみ 

契約 

丹波市 

利用料納入 
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５ 保育料は 

 

   短時間部 

   保育料５，０００円、給食費３，２００円、 計８，２００円となります。 

   また、教材費として月額１，８００円を頂きます。 

   長時間部 

（１）保育料はお子さまと同じ世帯に属し生計を一にしている父母、及びそれ以外の扶養義務者

（家計の主宰者である場合に限る）の「前年分の所得税額」の合計額に応じて決定します。 

  ※住宅取得等特別控除や配当控除を受けている場合は控除前の所得税額となります。 

  ※前年分の所得税が非課税の場合は、前年度分の市町村民税額により算定します。 

  ※保育料は、国において一定の徴収基準額（税額を階層区分と年齢区分に応じて単価設定した

もの）が定められていますが、居住地の市町の保育料に準じます。なお、丹波市では単独の

負担を行い、保護者の負担の軽減を図られています。 

 

  ※平成２３年度の保育料は現在決定していません。（２３年５月頃決定予定） 

   国制度の改正やその年度の入所状況によって決定しますのでご了承ください。 

   平成２２年度の丹波市保育料は冊子をご参考ください。 

 

 （２）保育料は毎月の２５日納付です。丹波市の指示を仰ぎながら、概算の決定と、なるべく早

期に本決定通知を送付します。概算決定と本決定で過不足がある場合は精算いたします。 

  ※保育料の変更者のみ変更通知を送付します。 

  ※本決定後に所得更正された場合は、入園月に遡って保育料を変更します。 

  ※世帯の状況に変更（保護者の離婚・死亡など）があった場合には、その翌月から保育料が変

更になる場合もありますので、ご連絡ください。 

 

 （３）認定こども園に通う世帯の弟妹が入園する場合は、上の子から順に２人目は半額、３人目

以降は無料に軽減されます。 

 （４）傷病で１ヶ月間に一定期間保育所を休まれた場合は、保育料の減免対象となります（診断

書が必要）ので、ご相談ください。 

  ※なお、１ヶ月以上長期入院等で休まれる場合は、１ヶ月退園する等事前にご相談下さい。 

 （５）保育料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。 

   

 

６ 短時間部・長時間部の変更・退園の手続きは？ 

年度途中で短時間部・長時間部の変更・退園の手続きをされる場合は、希望月の１０日頃までに

印鑑を持参の上、こども園で変更・退園の手続きをして下さい。 

  ※変更・退園日は各月の末日付とし、転出による退園月の保育料も１ヶ月分かかります。 

  ※一度退園された後、再入園を希望される場合は、入所枠に空きがない等により入園できない

場合もありますので、予めご了承下さい。 
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 ７ その他お申込みにあたって 

（１）生後６ヶ月未満での入園や障害児保育を希望される場合は、申込み前にこども園とご相談

の上お申込み下さい。 

 （２）延長保育が必要な場合は、申込書にもご記入の上、内定後直接こども園へお申込み下さい。 

  ※延長保育は、延長する時間によって延長保育料が必要です。（１日２００円） 

 （３）出産を理由にお申込みの場合は、妊娠が判明した日から、産後６ヶ月が入園の期間とな

ります。 

  ※産後６ヶ月経過後も入園を継続される場合には、保育できない理由が別途必要になります。 

   （保育に欠ける証明書の再提出をお願いします。） 

 （４）保護者が育児休業を取得している期間中は入園できません。ただし、育児休業以外の保

育に欠ける理由があれば入園していただけます。 

 （５）保護者が求職中の場合でも入園申込みは出来ますが、原則として入園期間は３ヶ月とな 

りますので、入園前までに勤務先等を確定して下さい。 

※ 入園直前になっても勤務先等が確定しない場合は、保育に欠ける証明書を就業中になるま

で再々提出していただきますのでご了承下さい。 

なお、求職中を理由に入園され、一定期間（入所後３ヶ月）経過しても就業されない場合は、

退園していただく場合もあります。 

  

８ 入園申込の手続きは 

 

 （１）入園申込み受付期間中に提出していただく書類 〔平成２２年１１月３０日（火）まで〕 

短時間部 

    入園申込書兼児童台帳・・・・・・・・記入例別紙を参照 

    ※お子様１人につき、１枚提出して下さい。 

    ※「生年月日」欄の年齢は、入所開始月現在の満年齢で記入して下さい。 

  長時間部  

①入園申込書兼児童台帳・・・・・・・・記入例別紙を参照 

    ※お子様１人につき、１枚提出して下さい。 

    ※「生年月日」欄の年齢は、入所開始月現在の満年齢で記入して下さい。 

   ②保育に欠ける申立及び証明書（確認書）・・記入例別紙を参照 

※  20 歳以上 70 歳未満（昭和 15 年 4 月 2 日以降生まれ）の同居の家族 1 人につき、1 枚提

出して下さい。 

    ※兄弟で入園される場合は、児童 1 人名分を一式そろえていただければ結構です。 

    ※勤務・内職の方は事業所で、また自営業の方は民生委員に確認を受けて下さい。 

 

（２）内定後に提出いただく書類〔平成２３年２月から３月頃〕 

   ２月上旬に内定の通知を送付します。 

   その際、下記の書類を提出いただきますので、ご準備下さい。 

    

算定のための、課税資料の提出・・丹波市保育所入所申込のご案内１１ｐ参照 
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   （源泉徴収票または、確定申告書の写し） 

    確定申告および市民税の申告書を提出される前に、確定申告書と源泉徴収票の写しを確保 

しておいて下さい。 

   ＊口座振替依頼書（依頼書添付） 

保育料や給食費、教材費などを口座振り替えとさせていただきます。金融機関は、園の都

合により、中兵庫信用金庫のみとさせていただきますので、口座開設などお世話になる方

については、ご面倒ですがご理解ご協力をお願いいたします。 

 

   上記提出後、３月末に入園承諾書を送付します。 

 

   ＊入園後も、提出済み保育に欠ける証明書の内容に変更が生じましたら、その都度必ず証 

明書を提出して下さい。 

 

   ＊求職中で申込み入園された方や勤務予定で提出の方は、勤務中の証明になるまで保育に欠 

ける証明書を提出頂きます。 

 

 

平成２２年度丹波市保育所保育料徴収基準表 
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★ 入園申込から保育料決定までの流れ（丹波市の流れ参考） 

11 月 12月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

 

 

口
座
振
替
依
頼
書
の
提
出 

上
旬 

入
園
内
定
通
知( 

予
定 

) 

中
旬 

入
園
承
諾
通
知 

 

入
園
説
明
会 

   

入
園 

月
末 

５
月
分
保
育
料
徴
収 

中
旬 

 

４
月
分
保
育
料
徴
収 

上
旬 

保
育
料
（
概
算
決
定
）
通
知 

月
末 

６
月
分
保
育
料
徴
収 

 

月
末 

６
月
分
保
育
料
徴
収 

  

月
末 

７
月
分
保
育
料
徴
収
（
以
降
月
末
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

該
当
者
の
み) 

中
旬 
本
決
定
に
よ
る
保
育
料
変
更
通
知 

★ 申込書類を提出する前に再度確認をお願いします。 

    ①入園申込書兼児童台帳  （入園児１人につき、１枚） 

 

 

 

 

 

 

    ②保育に欠ける申立及び証明書（確認書）（複数入園児希望の場合も、1 部一式で結構です。） 

 

 

 

    ③平成２１年分源泉徴収票（または確定申告書）の写し(内定後) 

 

 

 ④預金口座振替依頼書 

 

 

 

 

※ 記入例を参考に漏れ落ちなく記入して下さい。 

※ 書類に不備がありますと入園の承諾が遅れますので、ご注意下さい。 

※ 入園を辞退される場合は、速やかに認定こども園みつみ(電話 77-0091)までご連絡下さい。 

入園申込書・ 

保育に欠ける 

証明及び申立書 

11月 1日から 11

月 30日まで 

 源泉徴収票

(または確定

申告書)の写

しの提出 
 

書
類
不
備
等
の
通
知
（
該
当
者
の
み
） 

「生年月日」欄は入園開
始日現在の満年齢で記
入してありますか？ 

「入園児童の世帯員」欄はお

子さんの親､及び実際に同
居している家族全員が記
入してありますか？ 

 

「職業」欄に主婦・無職と

記入していませんか？(未

就労の方は、出産、看護、

病気等と記入) 

他に記入漏れがないか確認

の上､よければ提出して下

さい。 
 

 

認定こども園みつみまで提

出してください。 

両親、及び同居する祖父母

等(申込時点で７０歳未満  

のご家族１人につき、１枚そ

ろっていますか？ 

勤務・内職・自営業・病人

等の看護等は、証明(押印)

を受けていますか？ 

他に記入漏れがないか確認

の上､よければ提出して下

さい。 

 

父母について書類がそろっ

ていますか？(所得がない方

は無い理由。また、確定申

告が必要でないか確認) 

｢平成 21 年度市町村民税

所得･税額証明書」の提出

が必要な方ではありませ

んか？ 

そろえた書類を「課税状況

報告書兼調査台帳」に添

付、記入のうえ、提出して下

さい。 

 

「名義人」欄は、入所申込書

に記載した保護者の名前を

記入されていますか？ 

通帳届出印が押印してあ

りますか？(届出印に間違

いがないかを確認してく

ださい。) 

口座番号に間違いがないか

他に記入漏れがないか確認

の上､良ければ金融機関に

提出して下さい。 

 


